
愛媛県立医療技術大学紀要 第12巻 第1号抜粋

2015年12月

住民と協働する力を養う公衆衛生看護学実習を実現するための
実習体制づくりのプロセス

入野　了士，窪田　志穂，田中　美延里，八束　育子
松下　久美子，篠原　万喜枝，野村　美千江



－ 15 －

＊愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科　　＊＊松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科　　＊＊＊愛媛県中予保健所
＊＊＊＊砥部町保険健康課

愛媛県立医療技術大学紀要
第12巻　第1号　P.15-21　2015　� 　報　告 （査読あり）

住民と協働する力を養う公衆衛生看護学実習を実現するための
実習体制づくりのプロセス

入野　了士＊，窪田　志穂＊，田中　美延里＊，八束　育子＊＊

松下　久美子＊＊＊，篠原　万喜枝＊＊＊＊，野村　美千江＊

A Process to Adjust the Practice System for Clinical Practice in Public
Health Nursing for the Purpose of Developing the Ability

to Collaborate with Inhabitants

Satoshi IRINO,  Shiho KUBOTA,  Minori TANAKA,  Ikuko YATSUDUKA
Kumiko MATSUSHITA,  Makie SHINOHARA,  Michie NOMURA

　�Key Words：公衆衛生看護学実習　実習体制づくり　住民との協働

序　　　　　文

　少子・超高齢化社会における生活習慣病対策をはじめ
としたヘルスニーズの多様化や医療介護費の高騰などの
課題が山積する中，ヘルスプロモーションの一層の推進
が求められている。保健師活動においても社会や地域の
動向を予測し，保健，医療，福祉，介護等の各分野で関
係機関や住民等との連携及び協働がますます重要となっ
てきている。平成25年₄月の厚生労働省健康局長名通知

「地域における保健師の保健活動に関する指針」では，
住民への直接的な保健福祉サービスの提供等に重点を置
いていた従来の保健師活動に加え，持続可能で且つ地域
特性をいかした健康なまちづくりの推進が必要と位置づ
けられた₁）。
　このような社会の要請に応えるべく，看護基礎教育に
おいても保健師養成の議論が継続して行われてきた。平
成17年には，日本公衆衛生学会公衆衛生看護のあり方に
関する検討委員会において「保健師は，個人の健康問題
と地域全体の課題を結びつけて考え，双方に働きかける
力が必要」であり，「コミュニティの課題を見出し，当
事者・関係職種・組織と協働して解決する能力」を育む
ために，地区診断や実際に保健活動を展開する実習の必
要性₂）が強調された。平成24年₄月には保健師助産師看
護師学校養成所指定規則の改正により，「地域看護学」
は「公衆衛生看護学」に名称が変更され，保健師教育の
必修単位数は23から28単位に，臨地実習は₄から₅単位

に増加した。愛媛県立医療技術大学（以下、「本学」と
する）では公衆衛生看護学実習の目的を「保健師の役割
と活動の実際を学ぶとともに，健康課題解決に向けて住
民や関係職種と協働する力を養うこと」と新たに設定し
た。
　これに伴い，実習目的とした住民や関係職種と協働す
る力を養うためには，いわゆる統合カリキュラムの際に
主目的とした保健事業の見学とは異なり，担当地区を受
持ち，学生が実際に住民との協働を経験することが必要
条件となり，これを実現するための「実習体制づくり」
が求められた。
　公衆衛生看護学実習の対象となる「地域」は，実習
フィールドの空間が物理的に広大で，実習対象が多種多
数に及び₃），これらを調整する実習体制づくりを着実に
行うことが実習成功の鍵₄）と言われている。したがって，
今回の実習体制づくりにおいて，「健康課題解決に向け
て住民や関係職種と協働する力を養う」という実習目的
を実現するためには，地域住民に近接し，実習への協力
を得ていく必要があった。
　本研究では，「地域の健康課題を見出し，解決に向け
て住民と協働する力を養う」公衆衛生看護学実習の実現
に向けた実習体制づくりの体系的な実施に寄与するべ
く，本学が行った実習体制づくりのプロセスを分析し，
構成要素の関係性を整理するとともに，その特徴を明ら
かにすることを目的とした。
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₁．愛媛県立医療技術大学における保健師教育課程の概
要

　愛媛県立医療技術大学は，前身である愛媛県立医療技
術短期大学の開学時（昭和63年）から看護師教育課程に

「地域看護学」を全国に先駆けて取り入れ，県内の保健
医療に貢献できる人材育成に力を入れてきた。平成24年
度からの保健師教育選択制の導入に際し，実習₅単位
（225時間）のうち₂単位（90時間）は地域看護学実習を₃
年次後期の必修科目とし，住民の健康レベルの向上を目
指した個人・家族・集団・組織の支援方法を全学生が学
習できる機会を確保した。なお，当該実習においては，
保健師や関係職種が実践する家庭訪問，集団健診，健康
相談や健康教育等の保健活動に関しては見学実習として
いる。
　公衆衛生看護学実習は₄年次前期に₃単位（135時間）
を実施し，地域看護学実習を発展させた内容を目指し
た。先述した実習目的の達成に向け，「地区診断・管理，
事業立案」「家庭訪問」「事例検討」「健康教育」等を必
須体験項目とした。これらの項目は，保健師教育におけ
るミニマム・リクワイアメンツ₅）や保健師教育課程にお
ける新カリキュラムに対応した臨地実習内容等₆）を基と
した。住民宅に訪問して保健指導等を行うプロセスを主
体的に学習できるように，「家庭訪問」は学生₂名によ
るペア訪問とし，保健師が同伴せず，学生のみで行うこ
ととした。また，「健康教育」は，地区の健康課題につ
いて住民と協働して解決していくプロセスを学習できる
ことを目的とした。そこで，学生が既存統計資料等から
の量的データと地区踏査及び住民インタビュー等の実践
から得た質的データを統合し，抽出した地区の健康課題
を住民に提示し，ワークショップ形式で意見交換できる
内容を含むこととした。

方　　　　　法

₁．用語の定義
　本研究における「実習体制づくり」は，「実習という
授業を効果的且つ効率的に行うために，看護の対象であ
る住民の理解を得るとともに，実習施設や関係者と目的・
目標を共有し，実習開始前に学習支援環境を整えること」
と定義した。

₂．実習地区と実習指導体制の決定
　実習地区は，本学が所在する砥部町内の異なる小学校
区から，A，B，C，Dの₄自治会区が決定された。砥部町は，
愛媛県県庁所在地である松山市の南側に位置し，平成27
年₅月₁日時点での推計人口は21，260人，面積は101.59㎢，
人口密度が209人/㎢である。実習地区の選定には，町
の地区担当保健師が十分な地区活動が近年できていない

と感じていた地区に，本実習を契機として関われること
を考慮した。小学校区を違えて自治会区の範囲で実習地
区を設定したのは，平成21年「地区活動のあり方とその
推進体制に関する検討会」における，住民の顔が見える
関係を担保した活動を保健師がするためには，管轄地域
の₅区分階層化分類のうち，「第₁層：自治会単位」か「第
₂層：小学校区」が最適範囲であるとの報告₇）を考慮し
たためである。各自治会区の世帯数，人口及び高齢化率
は表₁に示した。

　実習指導体制は，図₁のとおりである。学生は自治会
区ごとに₆～₈名のグループに分かれ，各グループリー
ダーとサブリーダーを決め，自治会区を受け持って実習
をすることが決定された。多人数の学生への実習指導に
対応するため，各区に地区担当保健師と大学教員を₁名
ずつ配置した。また，各区での多種の必須体験項目の学
習を学生同士で補完できるように，実習統括教員と統括
保健師が調整を行い，オリエンテーションやカンファレ
ンス等を全体で共有できる体制とした。

₃．研究対象
　平成25年11月～平成27年₆月にかけて行った公衆衛生
看護学実習に関する教員と実習関係者との実習協議に関
する記録を研究対象とした。実習関係者は，砥部町の統
括保健師，実習フィールド₄地区の地区担当保健師₄名，
事業担当保健師₂名，保健所保健師₁名，愛媛県内の実
習を所管する県庁の担当部署の保健師₁名である。実習

表₁　実習した各自治会区の世帯数，人口及び高齢化率
自治会区 世 帯 数 人　口（人） 高齢化率（%）

A 190 453 30.2 
B 198 529 23.2 
C 256 689 27.0 
D  45  91 38.5 

※A～Cは平成27年₄月₁日、Dは₆月₁日現在
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協議に関する記録の種類は，実習関係者と担当教員との
実習打合せ記録，砥部町保健師連絡会会議録である。実
習打合せ記録は，実際に行った内容との齟齬や不足の有
無に関して，主に当該実習体制づくりに携わった本学の
担当教員₂名で確認した上で，修正や補足を行った。

₄．分析方法
　研究対象である当該記録について質的に分析を行っ
た。最初に，主たる「実習体制づくり」に関する内容と
協議先を抽出し，時系列で整理した。次に，その内容が
包含する実習体制づくりにおける目的を記述し，意味内
容の類似性による分類と命名をカテゴリー化した。分析
結果は地域看護学分野に所属する研究者間で検討を重ね
るとともに，研究対象である実習関係者にフィードバッ
クして，意味や内容について確認を行った。

₅．倫理的配慮
　本研究は，実習関係者に本研究の趣旨を説明した上で，
同意を得て実施した。研究対象の記録は，本学教員が資
料化する際，個人情報保護の観点から公人以外の個人が
特定されないように配慮を行った上で，実習関係者間で
共有したものである。

結　　　　　果

₁．研究対象から抽出したデータ及び分析結果の概要
　研究対象から抽出し，時系列で番号整理した「住民と
協働する力を養う公衆衛生看護学実習を実現するために
行った実習体制づくり」に関する内容は73コードあっ
た。協議先は，「県」「県保健所」「町行政担当」「保健セ
ンターと支所」「統括保健師」「保健センター保健師」「地
区担当保健師」「事業担当保健師」「住民」「実習担当教員」
の10種であった。協議先別に，協議先の説明，含まれた
コード数，コードが現れた期間を表₂に示した。
　実習体制づくりにおける目的を分析した結果，11のカ
テゴリーと20のサブカテゴリーが抽出され，本論文では，

カテゴリーを【　】，サブカテゴリーを＜　＞とした。
以上の結果を表₃に示した。

₂．抽出された要素の関係性
　抽出された11のカテゴリーは，実習体制づくりの要素
と考えられ，これらを時系列で整理し，各要素の関係性
を確認した。その結果，【₁.県レベルの実習調整と管
轄保健所との連携を図る】ことを出発点とし，【₂.各段
階の協議を経て，町として実習受入れの許可を得る】手
順を踏み，【₃.町行政関係者と実習内容や方法を協議
し，具体的な内容を決定する】ことに至り，具体的に

【₄.学習効果を高めるための指導の機会や適所を確保
する】ことができてから，最終的に【₅.地区のゲート
キーパーの了解を得た上で，住民への周知と協力を依頼
する】というように，実習体制づくりにおいて₅つの要
素が段階的に行われていた。また，これら₅要素を達成
するために，【ⅰ.学外への実習説明に向けて，実習目的・
内容案を資料化する】【ⅱ.現場の負担に配慮しながら，
実習指導業務量や役割を明確にし，準備工程を可視化し
共有する】【ⅲ.町の保健活動や地区組織の強みを共有
し，実習を町保健師のOn-the-Job�Training（以下、「OJT」
とする）の場としたいという統括保健師の意図に沿う】

【ⅳ.町行政関係者と学生の配置や実習指導体制を協議
しながら固めていく】【ⅴ.地区介入の実施に向けて，
地区・事業担当保健師の力を借りながら，地域住民の協
力を得る準備をする】【ⅵ.町に関する知識や実習で用
いる教材や事例を町から提供を受け，学生のレディネス
を確保する】の₆要素が，それぞれの段階を補完する形
で行われていたという関係性が示された。

₃．実習体制づくりのプロセスにおける要素の体系的な
整理

　段階的に展開していた₅つの要素とこれらを補完する
₆つの要素を時系列で整理し，各要素に要した期間と併
せて図₂に表した。「地域の課題解決のために住民と協
働する力を養う」実習の実現に向け，まず【ⅰ.学外へ

表₂　協議先に関する説明，含まれたコード数及び現れた期間
協　議　先 説　　　明 コード数＊ 期　　　間

県 愛媛県内の保健師実習の主管課 2  H26.1
県保健所 実習地である砥部町を所管する保健所 4  全期間
町行政担当 保健センターの主幹課課長及びその上司 14  H26. 2～H27. 4
保健センターと支所 保健センターと支所の所属長及び管理職 4  H27. 4～H27. 6
統括保健師 砥部町内の保健師を統括する保健師 22  全期間
保健センター保健師 地区担当と事業担当の保健師の総称 2  H27. 5
地区担当保健師 実習地区を担当している保健師 7  H27. 2～H27. 6
事業担当保健師 家庭訪問の対象とした特定健診受診者の担当者 6  H27. 2～H27. 6
住民 実習地区に居住する者 4  H27. 4～H27. 5
実習担当教員 公衆衛生看護学実習を担当する教員 9  H25.12～H27. 6
＊県保健所と統括保健師を同時に含むコードが一つあったため、総数は74となっている。



－ 18 －

表₃　実習体制づくりのプロセスとその要素
カテゴリー サブカテゴリー 目　　的 協議対象 時　期

学外への実習説明に向けて，実
習目的・内容案を資料化する

学内領域での認識共有を経て，学外への
実習説明に向けて，実習目的・内容案を
資料化する

会議説明資料の作成 実習担当教員 H25.12
領域内の認識共有 実習担当教員 H25.12～
実習目的・目標（案）作成 実習担当教員 H25.12

県レベルの実習調整と管轄保健
所との連携を図る

県レベルの実習調整で了解を得る
県レベルの地域・公衆衛生看護学実習の調整 県 H26.1
県の実習調整会議で了解を得る 県 H26.1

管轄保健所として期待する役割を伝え，
連携を図る

管轄保健所に協力依頼，期待する役割説明 県保健所 H26.2
学生実習に関する町・保健所・大学の連携 県保健所 全期間
保健所保健師に学生指導を要請 県保健所 H27.3

現場の負担に配慮しながら，実
習指導業務量や役割を明確に
し，準備工程を可視化し共有す
る

実習受入れに伴う現場の負担を明確にし
て配慮するために，実習指導業務量や役
割を明確にし，準備工程を可視化し共有
する

実習準備状況の可視化と共有 統括保健師と県保健所 全期間
実習指導業務量明確化の要請を受ける 町行政担当 H26.4
町保健師への協力依頼業務の明確化 実習担当教員 H26.5
役割と実習準備工程の資料化 統括保健師 H26.5
実習指導業務量の明確化と提示 統括保健師 H26.10

各段階の協議を経て，町として
実習受入れの許可を得る

実習受入れ可能性の打診や実習概要説明
などの段階的な協議を経て，町として実
習受入れの許可を得る

実習受入れ可能性の打診 統括保健師 H25.11
町主管課長に実習概要説明と受入れ要請 町行政担当 H26.1 
町長説明・実習許可を得る，契約方法の確認 町行政担当 H26.1

町の保健活動や地区組織の強み
を共有し，実習を町保健師の
OJTの場としたいという統括保
健師の意図に沿う

実習成果を町の保健師や上司と共有した
い統括保健師の意図に沿う

実習受入に際して実習受入側の思いの確認 統括保健師 H25.11
学生の学習進行度を全体で共有する 統括保健師 H27.4
成果報告会への行政トップ参加の相談 統括保健師 H27.6

統括保健師と人材育成について意見交換
し，町の保健活動や地区組織の強みを共
有する

実習と人材育成の連動についての確認 統括保健師 H25.11
実習のあり方や人材育成について意見交換 統括保健師 H26.3
町の保健活動の強みの共有 統括保健師 H26.7
町の地区組織活動の実態の共有 統括保健師 H26.7

町行政関係者と実習内容や方法
を協議し，具体的な内容を決定
する

町行政関係者と実習内容・方法を協議し，
ガイドラインに合意を得る

町関係者に実習のねらいの理解を求める 町行政担当 H26.2
町関係者と実習のねらい・進め方の協議 町行政担当 H26.2
最終の行政説明，実習要綱の了解 町行政担当 H27.4
実習要綱・ガイドラインの作成と共有 保健センターと支所 H27.4

町行政関係者と焦点化する健康課題と支
援対象とする集団を検討し，決定する

焦点化する健康課題や支援対象集団の検討 統括保健師 H26.3
支援対象集団（担当地区）サイズの検討 町行政担当 H26.4
焦点化する健康課題への要望 町行政担当 H26.4
支援対象の地区サイズの決定 町行政担当 H26.9
焦点化する健康課題の決定 町行政担当 H26.9
介入地区と担当保健師の決定 地区担当保健師 H26.11
住民インタビュー対象者と実施日時の決定 地区担当保健師 H27.6

町行政関係者と学生の配置や実
習指導体制を協議しながら固め
ていく

30名の学生を一度に実習するための配置
を町行政関係者と協議し決定する

学生の班編成や配置について協議 町行政担当 H26.2
学生の配置と実習形態の決定 町行政担当 H26.9
学生の班編成の方針決定 実習担当教員 H27.2

実習指導者と教員のペアによる実習指導
体制を固める

実習期間・指導体制の協議 統括保健師 H26.6
実習指導体制の確定 統括保健師 H27.3

学習効果を高めるための指導の
機会や適所を確保する

各Ｇ別実習計画を作成し，学習進捗状況
や成果を全体共有する機会を設ける

全員が集合して学習の進捗状況や成果を共有 統括保健師 H26.11
実習計画の作成 地区担当保健師 H27.5

現場の負担に配慮しながら学生の居場所
や指導の機会や適所を確保する

実習拠点について検討 保健センターと支所 H27.4
学生指導の効率を考え実習拠点を決める 保健センターと支所 H27.6

地区介入の実施に向けて，地区・
事業担当保健師の力を借りなが
ら，地区住民の協力を得る

家庭訪問の対象者や方法を具体化，実施
に向けて手順を明確にし準備する

学生の既習事項の確認とペア訪問の提案 町行政担当 H26.4
家庭訪問対象者と事前学習の検討 実習担当教員 H26.8
家庭訪問技術の実施に向けて指導の要請 事業担当保健師 H27.2
家庭訪問事例の具体化 事業担当保健師 H27.2
家庭訪問の方法の具体化 事業担当保健師 H27.2
現場の負担を考慮し事例数減を検討 保健センター保健師 H27.5

住民参加型健康教育の方法を具体化し，
実施に向けて地区担当保健師や地域住民
の協力を得る準備をする

参加型健康教育について検討 統括保健師 H26.8
介入地区の概要と接近方法（入口）の共有 地区担当保健師 H26.11
地区概況や組織・リーダーの共有 地区担当保健師 H27.2
地区別健康教育の計画 地区担当保健師 H27.5

町に関する知識や実習で用いる
教材や事例を町から提供を受
け，学生のレディネスを確保す
る

統括保健師と地区分析に必要なデータを
検討し，町から提供を受ける

地区分析データの提供依頼 統括保健師 H26.10
地区分析用データの提供に関する確認 統括保健師 H26.12
提供資料・データの確認 統括保健師 H27.3

オリエンテーション内容や実習記録につ
いて協議し，実習指導を要請する

町保健師による町の保健活動に関する学内講義を依頼 統括保健師 H26.11
町オリエンテーションの内容方法の決定 統括保健師 H27.2
地区別オリエンテーションの方法決定 地区担当保健師 H27.2
実習記録類について検討 保健センターと支所 H27.4

実習指導者の協力を得て教材作成や事例
演習を行い，学生のレディネスを確保す
る

学内演習の準備 実習担当教員 H27.1
家庭訪問事例の学内演習準備 実習担当教員 H27.2
訪問予定対象者の選択と演習事例の準備 事業担当保健師 H27.3
選択学生への事前ガイダンス 実習担当教員 H27.3
現場保健師の助言を得て教材作成 保健センター保健師 H27.5

地区のゲートキーパーの了解を
得た上で，住民への周知と協力
を依頼する

地区のゲートキーパーに対して，住民に
不安を与えない地区介入方法を説明し，
了解を得る

地区ゲートキーパーへの説明方法の確認 統括保健師 H26.12
地区踏査の具体化 事業担当保健師 H27.2
地区の受入と住民にとっての安心の確保 町行政担当 H27.2
地区のゲートキーパーに説明，了解を得る 住民 H27.4
住民のプライバシー侵害の懸念を軽減する 住民 H27.4

住民への周知と協力を依頼する
住民への周知・協力依頼 住民 H27.4
住民への周知・協力依頼 住民 H27.5
家庭訪問の対象者に日程予約 事業担当保健師 H27.6
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の実習説明に向けて，実習目的・内容案を資料化する】
作業を行った上で，【₁.県レベルの実習調整と管轄保
健所との連携を図る】手順が踏まれていた。次に，【ⅱ.現
場の負担に配慮しながら，実習指導業務量や役割を明確
にし，準備工程を可視化し共有する】作業を進めながら，

【₂.各段階の協議を経て，町として実習受入れの許可
を得る】ことができ，【ⅲ.町の保健活動や地区組織の
強みを共有し，実習を町保健師の�OJT�の場としたいと
いう統括保健師の意図に沿う】ことを考慮しつつ，

【₃.町行政関係者と実習内容や方法を協議し，具体的
な内容を決定する】手順を繰り返していた。その後，学
生が実際に住民と協働し学習できる実習にするために，

【ⅳ.�町行政関係者と学生の配置や実習指導体制を協議
しながら固めていく】ことで，【₄.学習効果を高める
ための指導の機会や適所を確保する】ことができてい
た。最後に，【ⅴ.地区介入の実施に向けて，地区・事
業担当保健師の力を借りながら，地域住民の協力を得る
準備をする】ことや【ⅵ.町に関する知識や実習で用い
る教材や事例を町から提供を受け，学生のレディネスを
確保する】ことで，地区のゲートキーパーに当該実習に
ついての説明を行い，【₅.地区のゲートキーパーの了
解を得た上で，住民への周知と協力を依頼する】ことが

でき，最終的に本学学生が地域の課題解決に向けて地区
住民と協働する実習体制をつくりあげていた。

考　　　　　察

₁．要素の体系的な整理から考えられる実習体制づくり
の特徴

　実習体制づくりのプロセスにおける要素を体系的に整
理した結果から，「住民と協働する力を養う公衆衛生看
護学実習を実現するための実習体制づくり」を行う際に
は，以下の₃点の特徴を考慮する必要があると考えられ
た。
₁）住民と協働するために住民へ近接していく段階的な

手続き
　第一の特徴として，住民との協働に向けては，取り巻
く周囲の関係者等を介しながら，段階的に住民へ近接し
ていく手続きを踏むことである。実習地の範囲を設定す
る際に述べたとおり，「住民と協働する」ためには，自
治会単位もしくは小学校区で実習を行うことが適当であ
る。そのためには，実習地における住民に対して実習協
力を依頼することが必要とされるが，部外者が直接依頼
することは困難である。本研究においては，具体的な手

11月 12月 1月 2月 3月 4月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
H.25年 H.26年 H.27年

1．県レベルの実習調整と管轄保健所との連携を図る

3．町行政関係者と実習内容や方法を協議し，具体的な内容を決定する

2. 各段階の協議を経て，町として

実習受入れの許可を得る

5．地区のゲートキーパーの了解を得た上で，

住民への周知と協力を依頼する

ⅰ．学外への実習説明
に向けて，実習目的・
内容案を資料化する

ⅵ．町に関する知識や実習で用いる教材や事例を町から提供を受け，

学生のレディネスを確保する

ⅴ．地区介入の実施に向けて，地区・事業担当保健師の力を借りな

がら，地区住民の協力を得る準備をする

ⅳ．町行政関係者と学生の配置や実習指導体制を協議しながら固めていく

ⅱ．現場の負担に配慮しながら，実習指導業務量や役割を明確にし，準備工程を可視化し共有する

ⅲ．町の保健活動や地区組織の強みを共有し，実習を町保健師のOJTの場としたいという統括保健師の意図に沿う

4．学習効果を高めるための指導の機会や適所を確保する

：段階的に展開

していた要素

：段階的な展開を

補完した要素

図₂　実習体制づくりのプロセスにおける要素の時系列整理
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順として，まずは実習地区のゲートキーパーである区長
に対しても直接アプローチをせずに，他課の事業を介し
て近接し，区長の了承を得た後，地区住民へ実習の周知
や協力を依頼する手続きを踏んでいた。これは，今回選
定した自治会単位は，地区担当保健師が地区活動に苦心
していた地区であり，区長に対して顔なじみの関係を築
く段階に至っていなかったため，顔なじみの関係がある
他課を仲介して，近接する必要があったためである。言
い換えれば，日頃から住民や関係者と顔なじみの関係が
築けていれば，住民に近接する段階を一部省略できるた
め，実習地区を選定する際に考慮すべき事項と言える。
₂）協議先の多様性と，協議に至るまでの時間の必要性
　第二の特徴として，実習に関する協議先が多様であり，
且つ協議に至るまでに時間を要することを挙げる。抽出
された要素には，県や町におけるそれぞれの行政組織に
加え，実習地区における組織というように多様な協議先
が現れていた。実習体制づくりが多層的に進められる以
上，組織が大きくなれば協議先も多くなることは自然で
ある。実習フィールドを地域とした場合，関係機関の多
くは別組織であり，同一組織内によるトップダウンの決
定ができにくいため，複数組織と連携を図りながら実習
体制づくりをする必要があると考えられる。また，実習
体制づくりとして住民と関わった期間は，最終段階の約
₂カ月と短かったが，そこに至るまでには₁年以上の期
間を要していた。このことからも，実習受入れ側が馴染
みの少ない地区に介入する際には，多様な協議先に伴っ
て多くの時間が必要とされることが示された。
₃）実習内容と方法に関する実習受入れ側との多層的協

議・決定
　第三の特徴は，実習内容と方法を実習受入れ側と多層
的に協議して決定する可能性があることである。【₃.
町行政関係者と実習内容や方法を協議し，具体的な内容
を決定する】の下位要素である＜町行政関係者と実習内
容・方法を協議し，ガイドラインに合意を得る＞＜焦点
化する健康課題と支援対象とする集団を検討し，決定す
る＞の内容は，先行研究における病棟での臨地実習では
必要不可欠な要素として表れておらず₈）₉）10），興味深い
結果と言えた。具体的な内容として，＜焦点化する健康
課題と支援対象とする集団を検討し，決定する＞際には、

『グループ別の健康課題を設定するか、共通の健康課題
で担当地区を定めるかを協議する』、『担当地区（支援対
象、協働する住民）のサイズを自治会単位とすることを
協議する』『町の課題である特定健診受診率の低さや国
保医療適正化に貢献できる実習方法を検討する』など，
看護教育側と実習受入れ側の双方が意見を出し合い，検
討を重ねていた。
　病棟の臨地実習において実習内容や方法を具体的に立
案するのは，基本的に看護教育側であり，実習受入れ側

の主な役割は，それらを確認した上で実習に必要な環境
づくりをしていくことである11）。地域をフィールドとす
る公衆衛生看護学実習においても基本原則は同様である
が，実習初年度という条件に加え，実習受入れ側がほぼ
実習地区に未介入であり，看護教育側にも実習受入れ側
にも実習実施にあたり未知の部分が多かった。したがっ
て，このような背景をもった実習地で実習を行う際には，
実習内容と方法の協議に十分時間をかけ，合意を得なが
らの決定が必要となる可能性があることが示唆された。

₂．今後の公衆衛生看護学教育への示唆
　本研究で示した実習体制づくりのプロセスにおける要
素には，病棟で展開される臨地実習とも共通性が高いも
のが多く含まれていた。共通性が高かった要素について
は，教員の教授活動を表す概念の構成要素である「実習
環境の調整」と重なる部分が多く₉），公衆衛生看護学の
実習体制づくりのプロセスも，他領域での知見を取り入
れることで体系的な整理がより進められることが期待さ
れる。先行研究では，実習フィールドへの実習に関する
丁寧な説明と教員の現地での関わりが不可欠であり12），
大学は地域の実情を踏まえ，実習施設側に過大な負担と
ならないような実習指導体制の見直しと充実を図ってい
くことが求められている13）。公衆衛生看護学実習におけ
る必須体験項目の多さから，今後も実習体制づくりの洗
練化が必要であることは明らかである。
　また，本研究で体系的に整理された要素は，日頃から
地区担当保健師が住民と協働し活動できている地区を実
習地に選定できれば，住民と協働する実習の実現を易化
できることを示唆していた。一方で，公衆衛生看護現場
では，膨大な事業量に忙殺され，保健師が本来行うべき
地区活動に十分手が回っていないのが現状である14）。こ
のことを考慮すると，住民と協働する実習をかなえるた
めには，教育側が段階的に住民に近接しながら実習体制
づくりを行うことが必要であり，本研究結果はその参考
になり得ると考える。また，地域が異なる大学での実習
体制づくりの事例を積み上げていきながら分析していく
ことによって，今後の研究発展が期待される。

結　　　　　論

　本研究では，地域の健康課題を見出し，解決に向けて
住民と協働する力を養う公衆衛生看護学実習を実現する
ための実習体制づくりのプロセスにおいて11の要素が抽
出された。これらの要素は，段階的に展開していた₅要
素と，これらを補完する₆要素の形で体系的に整理され
た。これらの結果から，当該目的の実習体制づくりにお
いては，①住民と協働するために住民へ近接していく段
階的な手続き，②協議先の多様性と，協議に至るまでの
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時間の必要性，③実習内容と方法に関する実習受入れ側
との多層的協議・決定の₃点の特徴を配慮する必要性が
考えられた。
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要　　　　　旨

　本研究は，「地域の健康課題を見出し，解決に向けて
住民と協働する力を養う」公衆衛生看護学実習の実現に
向けた実習体制づくりの体系的な実施に寄与するべく，
本学が行った「実習体制づくり」のプロセスを分析し，
構成要素の関係性を整理するとともに，その特徴を明ら
かにすることを目的とした。
　教員と実習関係者との実習協議に関する記録を質的に
分析した結果，73コードから20のサブカテゴリーが抽出
され，最終的に抽出された11のカテゴリーとして要素が
現れた。11要素の構造については，₅要素が段階的に展
開し，₆要素がこれらを補完する形で体系的に整理され
た。これらの結果から，当該目的の実習体制づくりにお
いては，①住民と協働するために住民へ近接していく段
階的な手続き，②協議先の多様性と，協議に至るまでの
時間の必要性，③実習内容と方法に関する実習受入れ側
との多層的協議・決定の₃点の特徴を考慮する必要性が
考えられた。
　体系的に整理された要素については，病棟での臨地実
習における実習環境の調整との共通点も多く，他の看護
学領域での知見を取り入れることで，体系的な整理がよ
り進められることが期待される。
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